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議

園

の

自

作

農

創

定

事

業

(
四
)河

田

日司

真広

第
四

丁
抹
の
小
農
地
設
定
事
業

農
業
問
Z
し
て
の
丁
抹
は
欧
洲
諸
岡
中
に
在
っ
て
も
積
々

ω勅
に
於
て
特
色
を
後
揮
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

土
地
を
所
有
せ
ざ
る
農
村
の
無
産
者
に
謝
し
て
白
作
小
農
地
を
得
せ

L
め
ん
怨
め
に
施
設
を
鴛
す
こ
ご
に
於
て

も
、
丁
抹
は
賞
に
諸
国
に
率
先
し
て
居
る
。
削
も
十
八
世
紀
の
筏
宇
僚
に
之
に
闘
す
る
規
定
を
設
け
小
農
地
の
増

設
を
闘
っ
た
の
で
ゐ
る
。
嘗
時
並
(
の
事
業
は
十
分
な
る
数
呆
を
奏
し
得
な
い
で
一
時
停
頓
の
形
で
あ
っ
た
が
十
九

世
紀

ω末
葉
特
仁
一
八
入

0
年
代
に
於
工
は
、
農
民
離
林
の
傾
向
著
し
(
、
農
業
拙
労
働
者
の
快
乏
を
見
る
に
至
つ

た
斜
め
仁
、
農
民
を
農
村
に
惚
ま
ら
し
な
る
道
さ
し
て
も
、
自
作
小
農
地
の
設
定
が
必
要
ご
戚
A
r

ら
る
、
る
こ
さ

ぜ
な
ふ
り
、
之
に
閲
す
る
調
査
委
員
が
設
け
ら
れ
、
終
に
一
八
九
九
年
に
於
て
農
業
勢
働
者
の
勉
め
に
す
る
小
農
地

設
定
に
閲
す
る
法
律
が
後
布
き
る
、
に
至
っ
た
。
こ
の
法
律
は
一
九

O
四
年
及
び
一
九

O
九
年
に
改
正
せ
ら
れ
、

一
九
一
七
年
じ
は
叉
新
法
の
制
定
ぞ
見
る
に
至
。
、
其
後
も
多
少
づ
、
幾
多
の
改
正
を
見
た
の
で
あ
る
。

斯
く
て
同
凶
の
小
農
地
設
定
事
業
は
、

一
八
九
九
年
の
法
律
を
以
て
本
舞
肇
に
入
b
事
業
の
基
礎
は
確
定
せ
ら

設

苑

諮
闘
白
自
作
農
創
定
事
業

第
+
丸
忠
世

(
草
四
腕
一
一
一
一
一
)

宜
九
七



"" 
苑

諸
岡
田
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
四
続
二
三
一
)

五
九
八

れ
た
わ
け
だ
が
、
悲
に
は
同
誌
を
基
芭
し
て
之
が
改
正
の
行
は
れ
た
る
一
九

O
九
年
の
法
律
に
就
い
て
、
事
業
の

組
織
方
法
等
を
窮
っ
て
見
る
ご
正
、
す
る
。

一
九
O
九
年
の
法
律
に
よ
る
小
農
地
設
定
事
業

一
九

O
九
年
の
法
枠
は
同
年
四
月
三
十
日
に
公
布
さ
れ
た
乙
も
の
で
あ
づ
て
、
先
づ
農
地
の
設
定
を
行
ひ
芙
の

管
理
に
多
奥
せ
'
む
る
矯
め
に
、
各
府
腕
に
委
員
舎
を
設
く
べ
き
も
の
ご
定
め
た
。
(
第
一
俊
)
そ
の
委
員
食
は
三

人
の
委
員
を
以
て
組
織
し
、
内
一
名
は
農
務
大
臣
こ
れ
を
任
命
し
他
の
ニ
名
は
嘗
該
地
方
図
健
又
は
町
村
曾
の
代

表
者
に
依
て
選
摩
せ
ら
る
べ
き
も
の
ご
す
る
。
委
員
の
任
期
は
六
ヶ
年
で
あ
る
。
そ
し

τ委
員
曾
に
要
す
る
費
用

は
闘
庫
が
之
を
負
強
す
る
こ
Z
に
定
め
た
。
(
同
僚
)

然
ら
ば
こ
の
委
員
曾
の
管
理
の
下
に
行
は
る
べ
き
小
農
地
設
定
事
業
は
ざ
い
ふ
に
、
先
づ
法
律
は
自
作
農
氏
た

ら
ん
縛
め
に
該
法
の
定
め
た
る
利
益
を
受
〈
る
を
得
べ
王
者
の
資
格
を
定
め
て
居
る
。
却
も
第
二
僚
に
於

τ
「男

子
又
は
未
婚
の
女
子
に
し
て
一
定
期
間
の
雇
傭
た
る
吉
日
傭
勢
似
た
る
ご
を
問
は
守
他
人
の
斜
め
に
矯
す
園
勢
作

業
を
も
包
合
す
る
普
通
の
農
業
勢
働
に
依
h
て
自
己
の
生
計
費
を
待
つ
、
ゐ
る
者
な
る
吉
宮
又
は
本
法
に
定
む
る

ご
同
一
面
積
の
農
地
を
占
有
す
る
か
若
〈
は
曾

τ占
有
し
た
る
者
は
本
法
の
利
盆
ケ
受
〈
る
権
利
を
有
す
』
正
規

定
じ

τ居
る
の
で
ゐ
る
o

然
る
に
向
ほ
法
律
は
該
法
に
依
て
規
定
せ
ら
れ
た
る
俊
件
に
基
〈
農
地
を
得
ん
が
潟
的



、

、

，

，

、

‘

ノ

に
は
、
申
請
者
は
イ
本
閥
人
又
は
蹄
化
し
得
る
椛
利
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
ロ
尚
二
十
五
歳
以
上
た
り
然
か
も
原

則
ご
し
て
五
十
歳
を
超
え
、
ざ
る
者
た
る
こ
ご
ρ

漏
十
人
歳
以
後
少
〈
苫
も
四
筒
年
間
農
業
努
働
に
依
h
て
自
己
の

生
計
費
を
得
。
、

b
る
岩
た
る
こ
ご
ニ
本
人
を
熟
知
し
信
用
ゐ
る
者
二
人
4
b
詮
明
書
を
提
出
す
る
こ
ご
ホ
本
人

が
其
小
農
地
を
取
得
し
得
る
匁
め
に
本
法
に
規
定
せ
る
財
産
を
有
L
然
か
も
自
己
の
所
有
す
る
財
源
に
の
み
依
勺

て
は
本
法
に
規
定
せ
る
が
如
、
芦
農
地
の
所
有
者
Z
な
り
得
、
古
る
者
た
る
-
』
吉
、
共
他
守
匝
の
ゐ
の
救
済
を
受
げ
十

叉
犯
罪
等
の
無
き
者
た
る
こ
さ
4f
必
要
ご
す
る
も
の
ご
し
た
o
(
第
一
一
一
俊
)

自
作
農
地
た
る

e

へ
き
土
地
の
商
積
は
、
農
務
大
臣
の
同
意
あ
る
場
人
口
の
外

へ
ク
タ

1
ナ
ぜ
下
る
司
』
ご
を
得
、
さ

る
も
の
ご
す
る
O

(

第
四
俊
)
謂
ふ
迄
も
な
〈
此
の
限
定
は
、
如
何
に
小
農
ざ
い
へ
ど
も
一
へ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
小

荷
積
を
以
て

L
て
は
一
家
を
支
ふ
る
に
足
る
牧
入
を
待
べ
か

ι守
、
期
か
る
過
小
農
地
を
設
定
す
る
は
却
へ
て
農

家
の
困
難
ぞ
冊
唱
す
に
過
ぎ
ぎ
る
を
以
て
で
あ
る
o
Z
-
L
て
叉
前
遁
の
如
き
資
格
上
の
制
限
が
自
作
農
地
の
申
請
者

に
勤
し
て
置
hr
れ
た
る
は
、
自
作
曲
属
創
定
事
業
の
成
功
す
る
さ
否
Z
は
、
結
局
之
れ
に
宮
る
農
民
が
勤
勉
誠
買
の

者
に
し
て
克
〈
農
業
労
働
に
堪
え
共
の
事
業
を
経
緯
す
る
に
足
る
素
質
ご
技
能
Z
'
f
有
す
る
や
否
や
に
依
っ
て
定

ま
る
も
の
た
る
ニ
ご
、
経
験
仁
徴
し
て
明
か
な
る
所
な
る
を
以
て
い
γ

ゐ
る
。
そ
し
て
此
駄
に
つ
い
て
は
J
抹
は
よ

き
経
験
を
有
す
る
の
で
あ
る
o

郎
も
丁
抹
の
農
業
欣
態
ef
親
祭
し
た
る
英
岡
』
ガ

1
V
氏
の
記
す
所
に
依
る
も
、
小
農
に
し
て
成
功
せ
る
者
は

設

苑

諸
岡
昭
自
作
農
創
定
事
業

第
十
え
を

(
第
四
現
一
三
三
)

王
丸
九



話

諮
問
。
自
作
農
創
定
事
業

ハ
0
0

(
第
四
腕
一
三
凹
)

苑

第
十
九
巷

約
竿
数
に
及
び
、

三
分
の
一
は
成
功
に
近
f
苑
伶
の
者
は
失
敗
に
蹄
し
、
然
か
も
ぞ

ω成
否
は
之
に
従
事
す
る
人

々
の
人
物
の
如
何
に
依
っ
て
定
ま
る
さ
せ
ら
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
之
れ
買
に
自
ら
小
農
民
ご

L
て
親
し
〈
其

ω事

業
に
携
は
れ
る
一
農
民
の
館
験
よ
り
得
ら
れ
た
る
意
見
を
侍
ふ
る
も
の
ご

L
て
記
述
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

次
に
申
請
者
が
小
農
地
を
選
捧
し
た
る
さ
き
は
町
村
曾
を
経
由
し
て
府
係
委
員
曾
的
委
員
長
に
申
請
蓄
を
提
出

す
る
を
要

L
、
そ
の
申
請
書
に
は
小
農
地
の
概
様
、
面
積
、
位
置
及
購
買
債
格
に
闘
す
る
記
載
を
震
す
べ
き
も
の

ご
し
、
且
つ
申
請
者
が
未
だ
家
照
を
所
有
せ
。
さ
る
者
な
る
芭
き
は
、
必
要
な
る
家
屋
建
築
の
設
計
、
建
築
費

ω見

積
債
格
に
闘
す
る
記
載
を
怨
す
を
要
L
、
叉
有
生
資
本
及
び
鉱
山
生
資
本
の
見
積
債
格
等
に
闘
す
る
記
載
を
も
包
合

す
る
を
要
す
る
。
そ
し
て
常
該
小
農
地
の
贋
格
は
六
千
五
百
ク
ロ

1
ヰ
以
下
た
る
べ
き
も
の
Z
し、

たい
Y

そ
の
地

方
の
債
格
が
特
別
に
高
き
場
合
に
於

τの
み
之
を
超
ゆ
る
を
得
る
も
の
ご
す
る
が
、
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
入

千
ク
ロ
ー
ネ
を
超
ゆ
イ
か
ら

yzw
も
の
さ
せ
ら
れ
た
。
(
第
七
俊
)
此
の
間
恨
格
の
限
定
も
向
作
農
創
定
事
業
に
於
て

は
是
非
必
要
の
規
定
た
る
こ
言
採
設
を
待
口
同
所

rが
、
そ
の
金
額
の
具
僅
的
限
定
に
至
つ
て
は
、
地
価
慎
一
般
の

鐙
動
に
依
て
固
よ
り
時
々
愛
克
せ
ら
る
べ
き
も
の

Z
す
る
。

申
請
者
に
し
て
本
法
の
規
定
に
従
っ
て
小
農
地
を
取
得
せ
ん
ご
す
る
も
、
所
有
者
ご
の
令
意
に
依
て
購
買
し
得

る
土
地
を
自
ら
選
定
す
る
こ
己
の
出
来
な
い
場
合
に
は
、
申
請
者
は
町
村
曾
に
之
を
請
求
す
る
こ
Z
を
得
る
Q

此

の
場
合
に
は
町
村
曾
は
正
常
な
る
俊
件
を
以
て
す
る
私
人
よ
り
の
土
地
の
提
供
を
受
け
る
や
う
に
之
に
必
要
な
計

帝閤農舎編『各岡田自作農宮u定に闘する施設』入ブJ.Jt九一頁1) 



重
を
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
努
力
に
拘
ら
や
通
常
の
地
を
得
F
る
場
合
に
其
の
町
村
内
に
以
上
の
目
的

に
渇
す
る
品
目
有
地
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
申
請
者
を
し
て
正
賞
な
債
格
を
以

τ之
を
購
入
せ
し
む
べ

f
関
係
官
廃

芭
交
渉
を
匁
し
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
報
告
す
る
も
の
ご
す
る
。
そ
し
T
其
の
譲
渡
に
閲
す
る
契
約
成
立
す
る
に

於
て
は
、
{
日
臨
端
、
公
虫
(
機
関
又
は
致
舎
の
所
有
す
る
土
地
は
突
の
債
格
の
一
部
を
年
賦
支
抑
己

L
て
礎
す
方
法
に

依
っ
て
譲
渡
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
第
六
傑
)
卸
も
此
の
規
定
に
依
れ
ば
、
農
地
の
購
入
に
関
し
て
伺
人
間
に
契

約
成
立
し
得
さ
る
場
合
に
は
府
牒
委
員
曾
は
土
地
争
自
ら
契
約
に
よ
h
購
入
し
て
申
請
者
に
貰
興
へ
た
り
、
又
は

目
白
用
徴
収
的
に
強
制
購
買
し
た
り
す
る
権
能
は
有
た
凶
け
れ
ど
、
主
(
代
ー
り
町
村
曾
が
中
に
立
も
て
申
請
者
の
潟
め

に
立
(
の
希
望
す
る
農
地
を
購
入
す
る
を
得
る
や
う
斡
旋
の
勢
を
取
る
こ
ご
に
な
っ

t
居
る
の
で
あ
る
o

然
L
そ
は

た
い
居
中
斡
旋
に
描
旭
町

d
y
る
を
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

ぞ
こ
で
叉
立
蹄
つ
て
な
人
間
の
合
意
に
依
り
小
農
地
貢
買
の
契
約
が
出
来
、
土
地
を
選
定
L
て
購
買
者
が
購
買

代
金
の
貸
付
を
申
請
し
来
る
に
於
て
は
、

そ
の
申
請
書
を
受
理
し
た
る
委
員
曾
は
、
申
請
者
の
人
物
、
農
地
の
而

積
、
贋
格
主
(
他
に
閲
す
る
前
椀
諸
俊
件
の
具
備
す
る
や
否
や
等
に
つ
き
審
査
し
て
、
之
が
許
否
を
決
定
す
る
の
で

あ
る
o

許
否
共
に
申
請
人
に
泊
信
せ
ら
れ
る
が
、
不
許
可
の
場
合
に
は
そ
の
理
由
も
併
せ
通
知
せ
ら
る
、
も
の
ご

す
る
O

(

第
入
保
)

斯
く
て
委
員
曾
に
於
て
、
申
請
者
は
土
地
取
得
的
目
的
の
鋳
め
に
閥
庫
よ
り
貸
付
を
受
〈
る
資
格
を
有
し
、
農

設

事E

諮
問
。
白
骨
農
創
見
事
業

第
十
九
巻

(
第
四
腕
-
一
ニ
王
)
大

O



苦言

苑

諸
闘
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
四
娘
一
三
大
)

六
C

地
家
屋
等
に
関
す
る
法
律
上
の
所
要
諸
僚
件
が
具
備
さ
れ
た
る
も
の
な
る
を
認
め
、
そ
の
宣
言
に
依
り
農
務
大
臣

に
設
明
せ
ら
れ
た
る
三
き
は
、
申
請
者
は
府
牒
委
員
曾
を
経
て
、
土
地
震
買
債
格
の
十
分
の
九
に
相
官
す
る
貸
付

金
を
図
庫
よ
り
現
金
に
て
支
梯
は
れ
ん
一
』
Z
e
f
請
求
す
る
を
得
る
。
然
L
岡
庫
の
貸
付
金
は
土
地
の
購
買
代
金
及

建
築
費
に
相
官
す
る
金
額
又
は
申
請
者
の
所
有
す
る
建
物
の
見
積
債
格
窓
越
ゆ
る
を
得
F
る
も
の
=
す
品
。

第

九
傑
)
丁
抹
の
法
律
が
斯
〈
の
如
〈
農
地
代
金
の
十
分
の
九
ま
で
貸
付
を
請
求
す
る
を
得
る
も
の
ご
し
た
貼
は
、

他
閣
の
貸
付
金
歩
合
に
比
し
よ
ほ
ど
寛
大
な
る
を
注
意
せ
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
郎
も
他
の
多
く
の
図
々
に
在
っ
て

は
、
白
作
農
地
ef
隣
貸
せ
ん
さ
す
る
岩
は
大
抵
そ
の
債
格
の
四
分
一
は
之
を
自
排
す
べ
き
も
の
ご
な
っ

1
屑
る
。

悶
者
例
れ
を
可
記
す
る
か
は
容
易
に
断
定
し
難
い
が
、

丁
抹
の
如
〈
貸
付
金
額
歩
合
の
大
な
る
は
、
申
請
岩
に
取

つ
て
は
土
地
取
得
の
際
非
常
に
便
利
な
る
に
相
違
な
け
れ
ど
、
英
代
h'
之
を
年
賦
償
還
す
る
に
就
い
て
は
、
共
の

負
擦
の
重
き
を
免
れ
ぬ
o
遣
問
の
利
害
に
つ
い
て
は
、
此
和
事
業
の
行
は
晶
、
に
嘗
っ
て
、
立
法
上
十
分
な
る
考

慮
り
携
は
れ
，
さ
る
可
ら
，
さ
る
所
た
る
を
矢
は
な
い
。

右
貸
付
金
、
詳
言
す
れ
ば
建
物
、
有
生
資
本
、
無
生
資
本
及
主
(
他
を
包
合
す
る
農
地
を
搭
保
ご
翁

L
た
る
困
庫

貸
付
金
に
掛

L
て
は
、
年
三
分
の
利
子
を
支
梯
ふ
べ
き
も
の
芯
し
、
元
本
の
償
却
は
最
初

ω五
年
間
は
之
を
据
置

〈
を
得
、
其
筏
は
利
チ
の
支
捌
及
貸
付
金
の
五
分
の
こ
に
劃
す
る
年
四
分
の
割
合
の
年
賦
償
還
を
潟
す
べ
き
も
の

Z
す
る
。
毛
し
て
此
の
貸
付
金
は
、
土
地
が
其
の
許
可
せ
ら
れ
た
る
目
的
に
従

τ自
作
農
地
ご
し
て
維
持
せ
ら
る



る
限

h
は
、
之
が
期
前
償
還
を
請
求
す
る
ぞ
得
よ
る
司
」
古
に
定
め
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
。
(
第
十
傑
)
貸
付
金
に
濁
す

る
利
子

ω侭
歩
な
る
よ
ご
、
、
貸
付
の
解
約
告
知
権
を
債
権
者
側
に
輿
へ
さ
る
こ
己
、
は
、
良
〈
農
業
貸
付
の
原

則
に
叶
へ
る
も
の
Z
謂
ふ
べ
き
で
ゐ
る
。

貸
付
を
受
付
た
る
農
民
は
、
貸
付
金
の
一
克
別
償
問
涯
は
之
を
宇
期
毎
に
行
ふ
を
原
則
正
す
る
の

rが
、
四
竿
期
毎

に
よ
b
以
上
多
額
の
賦
梯
償
還
ケ
矯
吉
ん
ご
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
五
十
F
ロ

1
ネ
を
下
ら
ざ
る
限
b
許
可

せ
ら
る
、
。
(
第
十
四
位
陣
)

総
べ
て
此
等
の
貸
付
を
行
ム
矯
め
に
は
、
法
律
一
公
布
後
五
ヶ
年
間
政
府
は
毎
年
四
百
高
ク

?
1
キ
を
超
へ
司
き
る

金
額
を
支
出
す
る
ニ
ご
、
し
、
そ
の
金
額
は
各
府
膝
委
員
曾
に
於
工
受
理
し
た
る
貸
付
申
請
に
比
例
し
て
各
曾
計

年
度
に
於
て
各
府
間
柄
に
分
配
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
第
十
一
保
)
そ
し
て
最
初
に
梯
戻
を
怨
す
べ
き
貸
付
金
は
国

庫
基
金
よ
b
之
を
支
出
L
、
貸
付
金
の
他

ω部
分
は
一
時
闘
庫
よ
り
支
出
す
れ
ど
、
大
蔵
大
臣
は
丁
抹
闘
抵
嘗
録

行
Z
の
問
に
利
率
ぜ
協
定
し
て
之
を
譲
渡
す
る
の
権
利
を
有
す
る
。
(
同
僚
第
三
項
)
つ
ま
り
貸
付
は
闘
庫
正
抵
蛍

銀
行
ご
の
分
擦
で
之
を
行
ふ
も
の
ご
し
、
前
者
は
そ
の
問
。
併
を
後
者
は
そ
の
六

O
%
を
引
受
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
規
定
に
従
っ
て
譲
渡
せ
ら
れ
た
る
農
地
を
所
有
す
る
者
は
、
其
の
農
地
に
品
到
し
て
時
前
来
規
定
せ
ら
・
る
べ

き
制
限
及
本
訟
に
規
定
せ
ら
れ
た
る
特
棒
に
従
っ
て
完
全
な
る
所
省
櫨
を
行
使
す
る
樵
利
士
有
す
る
も
の
さ
定
め

設

晶E

諸
闘
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巷

(
第
凹
統
一
三
七
)

J、
O 



詑

五E

諸
園
田
自
作
農
創
一
足
事
業

第
十
九
巻

(
第
四
鵠
一
三
八
)

ハ
O
四

ら
れ
た
が
、
そ
の
所
，
有
者
は
本
法
に
依
て
取
得
し
た
る
土
地
を
他
人
に
譲
渡
し
た
る
ご
き
は
、
再
び
本
法
の
利
盆

を
享
受
す
る
を
得
脅
さ
る
も
の
芭
せ
ら
れ
た
。
(
第
十
六
傑
)
叉
所
有
者
が
其
地
の
一
部
を
貸
し
た
り
、
又
は
他
人
に

貸
す
目
的
で
家
屋
を
其
上
に
建
築
し
て
其
の
農
地
を
去
る
場
合
に
は
、
償
還
未
融
制
の
負
債
は
、
そ
の
全
部
に
つ
き

之
を
印
時
に
排
演
す
べ
き
義
務
を
負
ふ
も
の

Z
せ
ら
れ
た
o
(
第
十
七
傑
)

法
律
上
の
虞
分
に
関
す
る
此
等
の
制
限
は
、
創
定
せ
ら
れ
た
る
自
作
農
地
に
就
い
て
は
常
に
必
要
ご
せ
ら
る
、

所
の
も
の
で
あ
る
が
、
倫
ほ
法
律
は
、
そ
の
農
地
の
利
用
蚊
態
に
閲
し
て
も
、
賞
質
的
に
之
を
監
督
す
る
に
通
す

る
規
定
を
設
け
た
o

印
も
第
十
入
僚
に
於
て
、
保
有
地
は
普
通
農
業
の
目
的
に
使
用
し
必
要
な
る
有
生
及
無
生
資

本
を
常
時
保
有
し
、
且
建
築
物
は
適
蛍
に
之
を
維
持
す
る
を
要
す
ご
定
め
、
真
に
所
布
者
は
府
腕
委
員
曾
に
謝
し

右
の
義
務
が
履
行
せ
ら
れ
た
る
や
否
や
を
確
な
る
斜
め
に
、

そ
の
保
有
地
に
立
入
る
を
許
容
す
る
の
義
務
を
負
ふ

も
の
ご
し
、
此
目
的
の
斜
め
に
保
有
地
は
委
員
の
一
人
又
は
数
人
に
依
っ
て
検
査
せ
ら
れ
、
そ
の
検
査
は
少
〈
ご

も
三
年
毎
仁
行
は
る
べ
き
も
の
ご
す
る
。
を
し
て
若
L
保
有
地
又
は
そ
の
管
理
の
方
法
に
於
て
重
大
な
る
快
陥
ゐ

る
こ
さ
が
後
見
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、
所
有
者
は
、
委
員
舎
の
指
定
し
ロ
る
期
限
内
に
之
を
改
善
す
る
を
要
す

ご
せ
ら
れ
、
高
一
所
有
者
が
-
-
の
命
令
に
従
は
や
さ
る
ご
き
は
、
委
員
舎
は
其
旨
を
農
務
大
臣
に
出
訴
す
べ
き
も
り

芭
し
、
大
臣
は
抵
宮
様
詩
書
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
規
定
に
従
っ
て
執
る
べ
き
慮
分
を
裁
決
す
る
も
の
ご
せ
ら
れ

た
。
倫
叉
法
律
は
次
僚
に
於

τ、
所
有
者
は
農
地
に
属
す
る
建
物
、
有
生
及
無
生
資
本
其
他
の
附
属
物
に
針
し
全



額
の
火
災
保
険
ヤ
附
す
、
へ
主
義
務
を
負
ふ
も
の
芭
定
め
、
委
員
舎
は
そ
の
義
務
が
履
行
宮
れ
た
る
や
否
や
を
確
む

べ
き
も
の

J

こ
し
た
o

挺
に
叉
次
僚
に
於
て
は
、
保
有
地
の
分
割
、
他
地
ご
の
合
併
又
は
交
換
は
農
務
大
臣
の
特
許

あ
る
に
あ
ら
ゲ
れ
ば
、
之
を
怨
す
こ
ご
を
符
中
古
し
、

ぞ
の
許
可
は
申
請
が
村
舎
に
依
て
承
認
せ
ら
れ
た
る
場
合

に
輿
へ
ら
る
、
も
の
ご
定
め
た
。
そ
し
て
怯
律
は
其
の
分
割
交
換
等
の
許
可
の
奥
へ
ら

ι
ぺ
き
場
合
を
一
々
限
定

し
た

ωで
あ
る
。

突
に
保
有
地
の
譲
渡
に
閲
し
て
は
、
所
有
者
が
号
の
生
存
中
に
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
購
買
者
は
、
法
律

が
自
作
農
蛾
購
買
の
匁
め
に
貸
付
の
申
請
を
な
す
に
就
昔
前
に
掲
げ
た
る
が
如
〈
其
の
資
格
を
定
め
た
る
資
格
僚

件
全
具
備
す
る
場
合
に
限
り
、
関
庫
に
描
到
す
る
義
務
に
閲
し
て
貰
却
者
に
代
位
す
る
を
得
る
も
の
ご
し
た
。

第

二
十
一
俊
)
然
じ
所
有
岩
が
保
有
地
を
子
又
は
養
子
若
〈
は
孫
に
譲
渡
せ
ん
ご
す
る
場
合
は
、
頗
る
そ
の
傑
件
を

緩
和
し
た
の
で
あ
る
。
毛
し
て
此
等
の
傑
件
を
備
へ

5
る
者
に
咽
到
す
る
譲
渡
は
閥
庫
に
劃
す
る
負
債
が
同
時
に
償

却
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
の
み
許
可
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
o
{
同
僚
第
二
項
)

所
有
者
が
死
己
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
其
の
未
む
人
が
保
有
地
所
有
者
ご
し
て
存
在
す
る
ご
き
は
、
閥
庫
に

拠
到
す
る
関
係
に
於
て
夫
に
代
る
ぺ
き
も
の
Z
L
1
未
己
人
が
再
婚
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
僚
件
を
定
め
て
そ
の

関
係
の
継
緩
や
」
規
定
し
セ
。
(
第
二
十
二
傑
)
其
他
相
績
の
場
令
に
閲
し
て
は
法
律
は
色
々
の
勅
に
つ
き
規
定
を
設

け
た
の
で
あ
る
。

設

苑

諸
園
田
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巷

(
第
四
税
一
三
九
)

ハ

O
置



設

苑

諸
岡
田
自
作
農
創
定
事
業

(
第
凹
蹴
一
凹

ο)
ハ

O
六

第
十
九
巷

最
後
に
闘
庫
が
保
有
地
を
差
押
へ
た
る
後
之
を
資
却
ぜ
ん
ご
す
る
場
合
に
闘
し
て
は
、
そ
の
底
分
は
本
法
に
規

定
し
た
る
制
限
に
従
ふ
こ
苫
な
く
し
て
自
由
に
某
の
貰
却
を
行
ふ
や
一
得
る
も
の
ご
し
、
ぞ
の
場
合
に
如
何
な
る
義

務
が
保
有
地
に
謝
し
残
存
す
る
か
は
大
蔵
大
臣
之
を
定
む
べ
き
も
の
ご
し
た
。
(
第
二
十
五
僚
)

総
べ
て
斯
〈
の
如
〈
に
し
て
、

一
九

O
九
年
の
法
律
は
丁
抹
に
於
け
る
小
農
地
剣
定
事
業
に
閲
し
て
其
規
定
を

翁
し
た
の
で
あ
る
が
、

ぞ
の
事
業
の
行
は
る
べ
き
組
織
方
法
等
に
閲
し
て
は
、
前
に
英
蘭
や
愛
関
の
同
事
業
に
つ

い
て
述
ぺ
允
る
所
ご
、

あ
圭
ち
著
し
き
差
異
は
な
い
o

若
し
て
丁
抹
に
於
け
る
一
九

O
九
年
法
の
規
定
す
る
所
に

っ
き
、

そ
の
特
色
Z
思
は
る
、
黙
は
、
右
議
所
に
之
を
指
摘
し
た
る
所
の
も
の
以
外
、
あ
ま
り
大
い
な
る
特
徴
の

認
な
ぺ
き
も
の
は
な
し
。
そ
し
て
府
燃
の
委
員
曾
の
如
、
さ
も
、
土
地
を
白
色
買
取
ム
り
て
之
を
小
農
民
に
責
波
L
た

A

リ
又
は
小
作
に
附
し
た
h
す
る
権
能
は
認
め
ら
れ
中
、
購
買
地
の
債
格
の
決
定
等
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
決
定
権

を
有
す
お
こ

Z
な
〈
、
是
の
管
掌
す
る
所
は
、
小
農
地
購
入
希
望
者
の
申
請
を
受
り
て
購
入
代
金
の
貸
付
の
許
否

を
決
定
し
そ
の
決
定
に
必
要
な
る
調
査
を
怨

L
、
叉
小
農
地
ご
し
て
購
入
せ
ら
れ
わ
ん
る
土
地
の
管
理
朕
態
等
に
つ

い
て
そ
の
質
地
盤
管
を
錯
す
を
以
て
主
ご
す
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
ぞ
し
て
小
農
地
の
希
望
者
が
花
人
さ
の
契

約
に
依
っ
て
遁
嘗
の
農
地
を
得
る
能

U
F
る
場
合
に
於
て
は
、
嘗
人
が
之
を
町
村
曾
に
申
請
す
れ
ば
、
町
村
曾
が

通
嘗
の
地
を
得
せ
し
む
る
潟
め
に
斡
旋
の
努
を
取
る
こ
主
に
な
っ
九
居
る
。
然
し
そ
れ
も
前
仁
述
べ
た
や
う
に
唯

以上法文はすべて農務局編『諸外聞に於ける小農地設定に閥ナる法律』第一
巻所裁に操る

2) 



村
山
居
中
斡
旋
た
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
叉
閥
庫
が
小
農
地
の
貸
付
の
斜
め
に
支
出
す
る
資
金

ω如
き
も
、
其
額

比
較
的
僅
少
な
り
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
o

之
は
回

4
h同
闘
の
図
情
特
仁
財
力
に
も
よ
る
こ

z
rが
、
要
す
る
に

一
九

O
九
年
の
法
律
に
依
て
定
め
ら
れ
た
る
小
農
地
制
定
事
業
は
、
ま
だ
あ
ま
り
十
分
に
踏
込
む
で
力
痛
を
入
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
了
抹
己
英
吉
利
ご
を
宜
主

J

に
共
催
に
掛
照
比
較
す
る
こ
ご
は
均
衡
を
得
な

ν

け
れ

Y
1
該
事
業
の
規
模
方
法
等
に
於
て
、
前
者
が
後
者
に
譲
る
所
の
一
歩
や
二
歩
に
あ
ら

F
る
は
、
容
易
に
之

を
窺
ひ
得
ら
れ
る
o

現
今
我
閣
に
於
て
計
量
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
所
の
も
の
は
、
先
づ
ニ
の
丁
抹
法
を
目
標
ご
す
る
位
の
程
度
の
も
の

吉
見
て
大
過
な
い
i

で
ゐ
ら
う
。
然
し
業
所
ま
で
潜
付
け
る
に
は
、
我
図
の
事
情
は
併
は
前
訟
に
幾
多
の
曲
折
を
経

な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
正
で
あ
ら
う
。

ー
ー

一
九
一
七
年
法
さ
一
九
一
九
年
の
諸
法
律

右
一
九

C
九
年
の
法
律
は
其
後
多
少
づ
、
修
正
せ
ら
れ
、

一
九
一
七
年
六
月
二
十
二
日
に
至
っ
て
改
正
法
の
公

布
を
見
る
こ
ご
、
な
つ
允
o

然
し
改
正
法
は
そ
の
内
容
に
於
て
は
、

一
九

O
九
年
法
ご
あ
ま
b
著
し
き
相
違
な

(
、
事
業
の
貫
質
に
閲
し
て
は
、
従
来

ω方
針
ご
組
織
さ
方
法
ご
が
踏
襲
せ
ら
る
、
の
で
ゐ
る
が
、
法
文
ご
し
て

は
大
分
改
正
せ
ら
れ
た
所
が
あ
る
。

説

~ 

諸
閣
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
替
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第
四
統
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四
一
)
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(
第
四
就

四
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改
T
I
諸
貼
中
に
在
っ
て
事
業
の
内
容
に
倒
れ
且
つ
金
銭
上
に
於
り
る
債
格
制
限
や
利
子
負
捻
等
に
関
係
ゐ
る
も

の
ご
し
て
は
、
先
づ
小
耕
作
地
た
る
べ
き
土
地
の
債
格
を
従
前
は
格
別
に
地
煩
高
き
地
方
に
あ
ら

F
れ
ば
最
高
六

千
五
百
ク
ロ

1
ふ
を
超
ゆ
ぺ
か
ら
宇
但
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
八
千
ク
ロ
!
ヰ
を
起
ゆ
べ
か
ら
す
ご
し
た
る

を
、
各
一
高

p
u
1
ヰ
及
一
高
二
千
ク
ロ

1
ヰ
に
上
ぼ
し
た
る
こ
ご
(
第
七
係
)
こ
れ
で
あ
る
。
次
に
は
貸
付
金
の

利
子
歩
合
を
年
三
分
よ
り
閥
抗
げ
に
引
上
げ
、
五
ヶ
年
後
に
於
り
る
償
還
歩
合
を
も
年
四
分
よ
り
五
分
に
引
上
け
た

る
こ
正
之
で
め
る
O

(

第
十
傑
)
そ
し
て
又
小
農
地
に
罰
す
る
貸
付
金
の
総
額
を
最
高
四
百
高
ク
ロ

1
ヰ
よ
b
五
百

高
ク
ロ

1
ヰ
に
上
ぼ
し
、
且
つ
ぞ
の
各
将
に
相
到
す
る
分
配
に
関
し
て
は
、

右
金
額
の
四
分
一
は
各
腕
中
採
探
し
得

ベ
き
請
求
の
総
額
が
其
の
割
蛍
金
額
に
超
へ
た
る
も
の
仁
劃
し
て
、
平
等
に
分
配
す
べ
〈
、
叉
時
四
額
は
各
燃
の
受

付
げ
た
る
請
求
の
額
に
比
例
し
て
之
宇
一
分
配
す
る
も
の
ざ
し
た
。
(
第
十
一
保
)
然
し
す
ぺ
て
此
等
の
改
正
は
、
た

r時
の
事
情
の
盤
化
に
感
じ
、

一
般
物
腐
り
臨
励
賞
市
場
利
子
歩
合
の
引
上
等
仁
促
さ
れ
て
行
は
れ
た
る
仁
過
ぎ

向
。
事
業
の
本
筋
を
動
か
ぜ
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
又
貸
付
金
の
償
還
に
つ
き
、

一
九

O
九
年
法
は
竿
期
梯
を
原
則
ご
し
債
務
者
四
期
沸
に
依
り
よ
り
以
上
り

償
一
届
を
希
望
す
る
場
合
に
は
其
額
五
十
ク
ロ
ー
ネ
を
下
ら
ゲ
る
限
り
之
を
許
す
べ
き
も
の
ご
せ
る
を
、
新
法
は
宇

期
梯
を
原
則
ご
し
債
務
者
之
を
希
望
す
る
に
於
亡
は
一
-

Zω
み
改
正

L
、

た
い
γ

償
却
金
の
増
額
を
許
可
す
る
こ
ご
を
得
る
も
の
ご
す

そ
の
金
額
五
十
ク
ロ

1
不
以
上
な
る
さ
き
は
そ
り
許
可
を
奥
ふ
る
を
要
す
ご
し
た
o

(
第
十
四

諸外明に於ける小農地設定に闘する酷偉第一審六二百及第二巷九九頁

問書第一審九五頁，章二世ーOニ頁

同書第一容九λ 頁』第二巻 O玉頁

)

)

)
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f，* 
こ
の
改
正
亦
些
々
た
る
改
正
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
一
九
↑
七
年
法
は
そ
の
骨
子
に
於
て
一
九

。
九
年
法
吉
田
出
品
所
が
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
丁
抹
で
は
此
の
改
正
以
外
一
九
一
九
年
十
月
四
日
に
は
農
業
日

傭
人
の
錦
に
す
る
・
小
数
極
地
貢
却
に
閲
す
る
法
律
を
設
け
、
叉
同
日
目
公
有
地
の
責
却
僚
件
に
関
す
る
法
律
を
公

布
し
、
併
せ
て
叉
封
土
世
襲
領
及
信
託
世
襲
地
ぞ
自
白
地
に
移
す
法
律
令
」
布
い
化
。
此
等
の
諸
法
律
は
何
れ
も
小

耕
作
地
の
設
定
に
資
す
る
所
ゐ
る
も
の
で
、
併
せ
諸
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
づ
農
業
日
傭
人
の
免
に
す
る
小
数
匝
地
買
却
に
踊
1
る
法
律
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

そ
の
第
一
一
傑
は
次
の
如
〈

定
め
て
居
る
o

「
小
数
匝
に
属
す
る
土
地
に

L
て
其
的
性
質
又
は
位
置
に
よ
り
農
業
に
利
用
せ
ら
れ
得
べ
き
も
の

は
本
訟
の
規
定
に
依
り
農
業
日
傭
人
仁
充
つ
る
農
地
の
設
定
に
劃
す
る
可
能
性

ω多
寡
に
膝
じ
て
牧
周
吉
る
べ
き

も
の
ご
す
o

右
土
地
が
住
宅
建
設
又
は
菜
園
設
定
の
目
的
に
利
用
せ
ら
る
、
限
り
同
一
保
件
に
て
之
を
牧
用
す
る

，h

さ
を
得
」
。

即
も
小
数
匝
所
有
の
土
地
を
牧
周

L
て
小
血
民
地
Z
矯
Z
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
「
土
地
貢
却
の
結
果

不
必
要
ご
な
hJ
た
る
建
物
を
取
壊
し
叉
は
農
業
用
に
供
寸
る
匁
め
の
再
建
築
に
要
す
る
費
用
が
取
壊
L
た
る
物
の

責
却
に
て
償
ふ
-
』
ご
を
得
F
る
場
合
に
於
て
は
、
業
の
費
用
は
閥
庫
に
依
り
て
支
梯
は
る
、
こ
ご
を
要
す
」
(
第
二

僚
)
正
せ
ら
れ
て
あ
る
。

設

手巨

諸
闘
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巷

(
第
四
駿
一
四
=
一
)
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(
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四
腕
一
四
四
)

O 

そ
し
て
頁
却
せ
ら
る
〈
き
小
数
極
の
土
地
を
該
法
に
擦

τ
一
口
取
得
せ
ん
さ
す
る
者
は
次
の
僚
件
を
具
備
す
る

を
要
す
。
一
下
院
議
員
選
患
に
闘
す
る
憲
法
上
の
僚
件
を
満
す
こ
正
、
二
年
齢
五
十
歳
以
上
た
ら

a
さ
る
こ
記
、
一
一
一

市
町
村
役
場
よ
り
自
己
が
着
賞
正
直
に
し
て
且
小
耕
地
を
管
理
す
る
能
力
を
有
す
る
事
買
を
確
か
む
る
詮
明
書
を

取
得
す
る
-
』
言
、
四
一
農
作
地
を
設
定
す
る
に
必
要
な
る
資
力
を
有
L
且
小
農
作
に
必
要
な
る
土
地
設
定
(
請
求

し
た
る
土
地
を
加
へ
て
)
に
要
す
る
面
積
以
上
の
土
地
を
有
せ

F
る
-
三
」
等
之
で
あ
る
O

(

第
四
傑
)
却
も
前
に
一
事

し
た
る
一
九

O
九
年
又
一
九
一
七
年
の
小
農
地
法
に
掲
げ
ら
晶
、
資
格
ご
略
ぽ
同
一
様
な
る
資
格
が
必
要
Z
せ
ら

る
、
-
次
第
で
あ
る
o

そ
し
て
土
地
の
責
買
代
金
は
各
個
の
土
地
に
付
き
、
若
し
其
の
土
地
が
中
等
の
康
さ
の
農
場
に
属
す
る
も
の
ご

せ
ば
、
経
験
ゐ
る
買
主
の
之
に
拠
到
し
て
支
梯
ふ
べ
き
代
金
を
標
準
ご

L
て
之
を
定
む
る
も
の
正
し
、
そ
の
決
定
は

評
贋
委
員
曾
に
依
て
行
は
し
な
る
o

併
し
そ
の
代
金
は
現
金
抑
た
る
含
要
せ
す
、
年
賦
支
携
の
方
法
に
よ
ら
し
む

る
の
で
あ
る
。
た
い
土
地
の
代
金
以
外
土
地
の
分
割
祷
植
の
賠
償
等
の
銭
め
に
必
要
な
る
費
用
は
之
を
現
金
に
て

支
弊
せ
し
む
る
。
(
第
五
僚
)

然
ら
ば
そ
の
代
金
年
賦
額
は
ご
い
ふ
仁
、
土
地
評
価
慣
額
の
四
分
五
厘
ご
し
、
竿
期
梯
込
の
方
法
に
よ
る
。
そ
し

て
そ
の
梯
込
は
評
債
の
日
よ
り
少
〈
芭
も
三
ヶ
月
以
後
に
於
て
最
初
の
梯
込
を
怨
す
べ
き
も
の

Z
す
る
。
此
の
責

買
代
金
及
年
賦
金
等
の
債
務
に
劃
L
T
は
、
小
数
匡
は
去
の
支
拐
の
携
保
吉
し
て
嘗
該
地
、
建
築
物
、
附
風
物
、



附
属
家
主
問
、
耕
作
地
、
牧
穫
物
及
此
等
に
割
引
す
る
保
険
金
の
上
に
優
先
権
を
有
す
。
倫
叉
本
法
に
よ
り
購
入
者
の

負
擁
す
る
一
切
の
負
債
は
之
を
差
押
ふ
る
を
得
。
更
に
は
叉
閲
庫
は
竿
期
梯
込
金
の
支
携
を
際
保
す
る
を
要
す
る

こ
ご
に
な
っ
て
居
る
O

(

第
六
傑
及
七
傑
)

然
る
仁
一
方
購
入
者
は
業
の
土
地
の
譲
撲
を
受
(
る
た
め
じ
国
庫
の
前
貸
金
を
受
〈
る
権
利
を
有

L
、
そ
の
前

貸
金
は
此
碕
の
設
定
に
必
要
な
る
費
用
の
十
分
の
九
仁
相
嘗
す
る
額
た
る
ぺ
-
き
も
の
ご
壮
一
ら
れ
た
。
号
し
て
そ
の

最
高
額
は
農
務
大
臣
が
雨
院
の
財
政
委
員
合
ご
交
渉
の
上
現
僚
に
つ
い
て
の
統
計
局
の
報
告
に
基
い
て
毎
年
之
を

定
む
る
も
の
ご
す
る
。
倫
叉
農
務
大
臣
は
本
法
施
行
後
二
年
内
に
議
舎
の
財
政
委
員
曾
ぜ
協
議
の
上
一
定
的
ら
れ

た
る
歩
合
全
維
持
す
べ
き
か
叉
は
新
歩
合
を
定
h
u
べ
き
か
及
共
歩
合
を
維
持
す
べ
き
期
間
二
貸
付
金
附
奥
の
際
歩

合
計
算
の
基
準
ご
な
れ
る
最
高
額
を
超
ゆ
る
令
額
に
劃
し
て
は
如
何
程
の
歩
合
を
定
む
べ
き
か
、
長
初
の
三
年
間

は
何
等
償
議
川
り
要
な
し
、
茸
(
後
に
於
て
は
貸
付
金
を
受
け
た
る
者
は
、
各
支
梯
毎
に
残
る
未
悌
一
克
金
を
会
郎
償
還

す
る
に
至
る
ま
で
其
の
負
携
す
る
歩
合
の
外
前
貸
金
一
冗
本
額
の
一
部
に
鴬
る
金
額
を
該
貸
金
の
全
部
償
却
を
終
る

迄
年
々
梯
込
む
こ
ご
を
要
す
る
等
の
勃
に
つ
き
、
決
定
す
べ
き
も
の
ご
す
る
。
(
第
八
傑
)

要
す
る
に
斯
(
の
知
〈
に
し
て
小
数
医
の
所
有
地
は
分
割
彪
分
さ
れ
農
業
融
労
働
者

ω匁
め
に
小
農
地
ご

L
て
設

定
古
品
、
の
で
あ
る
o

掬
に
之
れ
土
地
を
致
舎
の
如
、
き
死
手
の
所
有
よ
り
解
放

L
て
、
質
際
に
自
ら
耕
作
使
用
す

る
者
の
手
に
移
L
、

一
面
に
は
之
に
依

τ七
地
の
利
用
紋
践
を
良
〈
す
る
ご
同
時
に
、

一
面
に
は
叉
土
地
を
有
せ

読

諸
闘
。
自
作
農
創
定
事
業

プミ

多E

(
第
四
競
一
四
五
)

第
十
九
巻

以上路支は前掲書第二審所鷲のものに操るs) 
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九
容

(
第
四
都

一
回
大
)

ま
る
農
村
の
住
民
に
ん
農
地
を
所
有
せ
し
め
ん
己
す
る
も
の
だ
る
に
外
な
ら
ぬ
。
小
農
地
設
定
事
業
ご
し
て
柿
充

的
内
意
義
を
有
す
る
事
業
た
る
を
失
は
な
い
。
欧
側
諸
闘
の
如
(
寺
領
的
多
き
所
に
ト
仕
つ
て
は
、
必
要
恒
事
業
で

あ
る
。次

に
会
有
地
の
責
却
傑
件
に
閲
す
る
法
律
な
る
も
の
を
見
る
に
、

そ
の
第
一
保
及
第
二
僚
の
規
定
仁
よ
れ
ば

『
土
地
の
性
質
上
又
は
そ
の
位
置
上
軍
に
農
作
に
の
み
利
用
3
れ
得
ぺ
き
会
有
地
は
本
法
の
定
な
る
俊
件
に
て
之

を
寅
却
す
る
こ
子
伊
得
該
地
所
が
建
物
の
建
築
又
は
菜
園
の
設
定
に
利
用
さ
れ
得
る
も
の
な
る
ご
き
は
同
一
俊
件

に
で
之
を
寅
却
す
る
こ
古
を
得
」
「
該
地
所
は
出
来
得
る
限
h
，
他
人
の
助
を
調
和
ら
守
し
て

一
家
族
を
養
ふ
に
足
る

面
積
を
有
す
る
農
作
地
に
分
割
き
る
〉
ぜ
要
す
」

Z
あ
る
。

き
れ
ば
-
-
の
法
律
も
前

ω小
数
百
四
地
の
資
却
に
闘
す

る
法
律
さ
同
一
主
回
目
の
も
の
で
あ
っ
て
、
死
手
の
所
有
に
属
す
る
土
地
を
小
農
地
仁
一
肱
分
貢
却
し
て
農
民
を
扶
梢

し
そ
の
耕
作
利
用
を
十
分
な
ら
し
め
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
白
作
農
主
義
の
普
及
を
固
ら
ん
正
す
る
も
の

た
る
に
外
な
ら
泊
。
従
て
を
は
小
耕
作
地
た
る
を
要
す
る
乍
ら
も
・
之
を
以
て
一
家
族
を
養
ふ
に
足
る
も
の
な
る

を
標
準

Z
L、
法
律
は
第
二
俊
第
二
項
に
更
に
『
該
地
所
を
面
積
の
異
る
部
分
に
分
〈
る
ニ
ご
は
或
場
令
に
は
農

務
大
臣
の
許
可
を
以
て
之
を
行
ふ
を
得
る
も
建
物
の
建
築
又
は
菜
園
の
設
定
に
周
ふ
る
場
合
を
除
〈
外
如
何
な
る

部
分
も

へ
ク
タ

1
ナ
伊
-
下
る
べ
か
ら
中
既
存
の
農
業
日
傭
人
の
所
有
せ
る
地
面
が
中
等
の
土
地
七
へ
ク
タ
1
片

に
相
常
す
る
而
積
を
超
へ
芳
、
る
ご
き
は
彼
等
を

L
て
経
費
せ

L
む
る
た
め
之
に
右
小
分
割
地
を
譲
渡
す
る
を
得
」



ご
規
定
L
K
山
で
あ
る
ひ

そ
L
て
右
の
如
き
分
割
地
の
債
格
の
決
定
は
評
僚
委
員
曾
を
し
て
之
を
行
は

L
む
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
(
の
土

地
が
中
位
的
面
積
を
有
す
る
耕
作
地
な
り
せ
ば
経
験
ゐ
る
買
主
が
之
に
謝
し
て
支
梯
ふ
で
あ
ら
う
所
の
債
祐
を
奉

考
古

L
て
分
割
地
の
許
僚
は
行
は
れ
る
の
で
あ
る
o
(
第
二
俊
)

斯
〈
て
分
割
責
却
せ
ら
れ
た
る
土
地
に
封
(
て
は
、
共
取
得
者
は
仲
間
律
の
定
む
る
範
園
内
に
於
て
所
有
者
に
麗

す
る
凡
て

ω
様
利
を
獲
得
す
る
こ
Z
に
な
っ
て
府
る
が
(
第
七
保
第
一
一
頃
)
若
L
其
地
の
現
賓
の
所
有
岩
が
法
定
相

綴
人
以
外
の
者
に
英
の
所
有
を
移
轄
す
る
意
思
を
有
す
る
場
合
に
は
、
岡
家
は
最
初
の
購
入
債
格
、
叉
は
工
作
物

の
償
格
郎
も
土
地
の
鏑
張
改
良
等
の
矯
め
に
所
有
者
が
支
出
し
た
る
設
用
に
し

τ正
賞
Z
認
め
ら
る
、
も
の
、
並

び
に
所
有
者
の
勢
力
に
依
て
潟
さ
れ
た
る
改
良
の
煩
倣
等
を
算
入
せ
る
工
作
物
の
債
格
仁
相
嘗
可
る
債
格
金
以
て

茸
(
の
地
所
及
並
(
地
内
の
工
作
物
を
優
先
購
入
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
ご
せ
ら
れ
た
o
(
同
僚
第
二
項
)
此
の
規
定

は
自
作
農
主
義
を
維
持

L
小
農
地
を
保
存
せ
ん
が
柏
崎
め
に
は
、
是
非
必
要
の
規
定
た
る
こ
己
論
を
侠
た
ぬ
。

そ
し
て
倫
ほ
法
律
は
斯
か
る
小
農
地
の
管
理
に
闘
し
て
は
、
一
所
有
者
が
農
業
又
は
菜
園
栽
培
に
用
崎
。
へ
き
適

嘗
な
る
資
本
及
器
具
を
設
備
す
べ
き
こ
ご
、
二
農
作
に
必
要
な
る
建
物
を
完
全
な
る
紋
態
に
在
ら
し
む
べ
き
こ

=
・
コ
孟
日
間
床
の
破
壊
、
・
粘
土
石
族
等
の
採
掘

ω如
(
土
地
の
生
産
力
を
害
す
る
作
業
を
企
つ
る
権
利
な
き
こ
己
申
一
せ

を
命
令
的
に
叉
制
限
的
に
規
定

L
工
屠
る
的
で
ゐ
る
。
(
第
八
依
)

読

夢E

m
F
十
九
笹

諸
闘
の
自
刊
農
創
記
事
業

{
艶
凹
蹴

一
四
七
)

降丈はやはり同書第二巻所輔のものに採る7) 



詑

施

諸
問
白
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
容

(
第
四
脚
一
回
入
)

穴
一
四

要
す
る
に
此
の
公
有
地
寅
却
仁
閲
す
る
法
律
は
、

一
般
的
な
る
自
作
小
農
地
の
設
定
に
閲
す
る
事
業
を
規
定
す

る
法
律
仁
則

h-
た
ur
日
開
有
地
の
分
割
彪
分
仁
よ
り
之
を
小
農
地
正
し
て
維
持
管
理
せ

L
U
4
き
方
法
に
就
い
て

規
定
仁
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
文
は
簡
翠
で
ゐ
る
が
、
其
の
精
坤
は
一
般
小
農
地
法
の
精
一
柳
正
す
る
所
に
準
熔

す
ペ
き
も
の
で
あ
る
O

若

L
て
比
の
法
律
が
小
数
回
所
有
地
の
分
割
責
却
に
闘
す
る
法
律
百
相
待
っ
て
、

般

農
地
訟
の
締
充

E
Lて
、
自
作
小
農
地
の
普
及
の
震
め
仁
有
用
の
働
を
潟
す
べ
き
は
、
陪
易
き
所
で
あ
る
o

そ
し

T
斯
か
る
『
公
有
地
や
致
命
同
所
有
地
や
の
分
割
資
却
が
都
合
よ
〈
行
は
れ
、
業
所
じ
自
作
的
な
小
農
が
扶
植
さ
れ

て
、
事
業
着
々
成
功
す
る
に
於
て
は
、

そ
が
よ
き
質
例
言
な
り
模
範
ご
な
っ
て
、
私
有
地
の
上
に
於
け
る
小
農
地

設
定
事
業
も
大
レ
に
進
捗
す
る
に
至
る
ぺ
き
こ
正
も
、
容
易
に
想
像
吉
れ
得
る
所
な
り
ご
す
る
。

最
徒
に
同
じ
く
一
九
一
九
年
に
目
公
布
さ
れ
た
る
封
土
世
襲
傾
及
信
託
世
拍
車
地
を
自
由
地
に
移
す
法
律
も
、

平
t主

h
，
小
農
地
設
定
の
目
的
に
資
せ
ん
が
錦
め
に
設
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
之
に
闘
す
る
詳
し
き
説
明
は
惑
に
そ
の

必
要
を
見
な
レ
か
ら
、
た
hv

其
の
訟
律
の
目
的
ご
す
る
所
を
示
す
僚
交
に
け
を
窺
ふ
こ

Z
に
す
る
o

郎
も
そ
の
第

一
僚
の
規
定
は
「
封
土
世
襲
領
叉
は
信
託
世
相
官
地
及
此
等
に
附
帯
す
る
動
煎
並
び
に
財
産
資
本
又
は
貴
族
世
襲
地

機
に
魁
す
る
奮
財
産
に
代
る
資
本
の
各
占
有
者
は
此
等
の
財
産
が
倫
信
託
世
相
農
地
た
る
性
質
を
保
有
す
る
限
h
若

L
其
地
が
直
系
卑
属
相
続
権
附
な
る
さ
き
は
葉
川
町
債
格
の
二
割
五
分
、
業
他
の
土
地
な
る
ご
き
に
は
其
の
債
格
の

一
一
割
を
閏
庫
に
支
榔
ひ
、
又
は
土
地
の
一
二
分
一
を
閥
庫
に
提
供

L
て
、
此
等
の
財
産
を
白
由
地
正
篇
す
機
利
を
取



得
す
」
ざ
な
っ
て
居
り
、
更
に
そ
の
第
二
項
に
於

τ
「
此
土
地
叉
は
其
の
等
疲
物
は
会
有
地
責
却
法
の
規
定
に
従

ひ
小
農
関
設
定
の
目
的
に
使
用
せ
ら
る
、
こ
ご
を
要
す
」
ご
限
定

L
τ
居
る
の
で
あ
る
。

卸
も
此
の
法
律
は
、
貴
族
に

L
て
大
地
主

K
る
者
多
き
欧
洲
に
在
る
図
柄
の
こ
ご
、
て
、

丁
抹
に
於
て
も
斯
か

る
貴
族
領
大
農
地
を
は
、
従
来
封
建
主
義
的
に
世
襲
領
地
ご
し

τ居
た
の
を
緩
め

J¥
そ
の
一
部
分
を
自
由
地
に

ら
し
め
・
之
常
自
白
地
化
ら

L
め
て
然
か
も
之
を
分
割
し
て
小
農
地
た
ら
し
め
そ
の
設
定
の
事
業
に
向
は

L
時
ん

ご
す
る
企
芭
ー
し
て
日
公
布
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
農
地
設
定
の
化
め
に
巳
に
公
有
地
を
分
割
責
却
L

叉
小
品
説
匝
地
を
も
士
見
却
す
る
か
ら
に
は
、

か
、
る
世
襲
領
地
を
も
分
割
責
却
せ
し
む
る
道
を
関
〈
は
常
然
の
?
=
」

で
ゐ
っ
て
、
三
者
相
並
び

τ働
〈
に
依
り
、
小
農
地
設
定
事
業
は
、
盆
々
底
〈
行
は
れ
、

一
般
犯
有
地
に
於
り
る

設
定
事
業
t
相
助
り
て
、
金
々
事
業
の
普
及
を
賞
現

L
得
る
次
第
で
め
る
o

丁
抹
が
小
農
地
設
定
事
業
の
柏
崎
め
に

早
〈
よ
b
カ
を
用
ゐ
、
諸
多
の
方
面
に
注
意
を
梯
つ

τ、
間
然
す
る
所
な
〈
事
業
の
進
行
の
道
を
聞
き
奥
ふ
る
に

努
め
っ
、
あ
る
こ
ご
は
、
之
を
以

τも
窺
ひ
得
ら
る
、
次
第
な
λ

リ
ご
す
る
o

そ
し
て
一
元
来
小
農
主
義
的
な
同
固
に

在
つ
て
は
、
此
種
の
事
業
は
、
甚
だ
ふ
さ
は
し
い
事
業
化
る
を
失
は
す
、
同
園
の
誇
た
る
彼
の
産
業
組
合
の
普
及

品
目
逮
吉
相
倹
つ

τ、
事
業
よ
〈
進
行
す
る
を
得
ば
、
問
闘
の
農
業
朕
態
は
傘
々
堅
賞
な
も
の
さ
な
れ
リ
得
る
筈
正
信

時
せ
ら
れ

τ居
る
。

詑

夢E

，、

E 

諮
問
町
向
件
直
創
定
事
業

第
十
丸
容
・
(
第
四
腕
一
回
丸
)

同上8) 


